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新エネルギーの導入の仕組みづくり

〈環境政策課温暖化対策室〉

●しが新エネルギー導入戦略プラン
　自然の力を生かした新エネルギーの開発・導入を推進
するための指針となる「しが新エネルギー導入戦略プラ
ン」を平成16（2004）年10月に策定しました。
　このプランは、計画期間を平成16（2004）年から平
成22（2010）年として温室効果ガスの削減やエネル
ギー自給型の地域社会の創造を目指すもので、「太陽エ
ネルギー」、「小水力エネルギー」、「バイオマスエネル
ギー」を重点的に取り組むエネルギーとして位置づけて
います。

●新たな仕組みによる新エネルギー
　普及の実施
　県では、平成
17年 度 か ら、
太陽光発電設備
から発生する余
剰電力量に応じ
て助成する全国
初の取組を行っ
ています。
　「太陽光発電
設置促進滋賀モ
デル推進事業」※

は、住宅用太陽
光発電設備を新
たに設置し、そ
の太陽光発電設
備から発生す
る電力のうち、家庭で消費せず余剰電力として売電をし
た電力量に応じて県が助成を行うものです。この事業に
よって、太陽光発電設備の設置促進と、家庭での節電に
よる省エネルギー行動を促進する2つの効果が期待され
ています。
　また、平成21年度は8月より「滋賀県住宅用太陽光
発電導入支援対策事業」として、住宅用太陽光発電シス
テムの設置に対する補助を行い、県内での太陽光発電導
入の更なる促進を図っています。
※新規登録受付は平成19年度で終了しました。

　現時点での新エネルギーは、既存エネルギーと比べて、エネルギー単価が割高となることが普及の障害となって
いることから、県民などへの普及・啓発をはじめ、太陽エネルギーや小水力エネルギー、バイオマスエネルギーな
ど導入の仕組みづくりや県の率先行動が不可欠となっています。

　
県民協働による新エネルギーの
導入推進� 〈環境政策課温暖化対策室〉

●バイオディーゼル燃料の利用推進
　使用済みの食用油（廃食用油）を家庭から回収し、化学
的な処理を加えることでバイオディーゼル燃料と呼ばれ
る軽油代替燃料を製造し、自動車燃料として利用する取
組が県内で拡がっています。
　当初、この取組は食品廃棄物の有効活用と、バイオマ
スが持つ追加的な二酸化炭素を発生させない特性を利用
した温暖化対策の二つの観点を中心としたものでした
が、現在ではこれらに加え、食用油の原料となる菜の花
を栽培することによって、農業振興、開花時の風景を観
光資源として活用すること、環境学習の素材として活用
することなど、多面的な目的を持って行われる地域モデ
ルとして発展をしており、このモデルをベースとした活
動が全国に展開されるまでに至っています。
　県では、このような地域の主体的な取組が進展しやす
い環境づくりを行うことを目的に、バイオディーゼル燃
料利用の技術的ノウハウを先導的に蓄積するため、路線
バスでの利用実証を行う「湖国を走るバイオ燃料バス」パ
イロット・モデル事業を平成16年度から実施していま
す。
　琵琶湖の東西にあるＪＲ守山駅とＪＲ堅田駅間を琵琶
湖大橋でつなぐ「びわこ横断エコバス」をはじめ、大津～
堅田地区や草津地域等においてバイオディーゼル燃料を
使用する路線バスの運行について支援を行っています。

指　標　項　目 進捗状況
（H20年度）

目標
（H22年度）

県内での太陽光発電による総出
力電力

26,686kW
（H19年度）

100,000kW

36 滋賀の環境 2009


